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流山市自転車ネットワーク計画を
策定しました
　市では、安全で快適な自転車通行空間を効果的、効率的
に整備するため、「流山市自転車ネットワーク計画」を策定
しました。本計画に基づく整備により、歩行者や自動車との
接触事故の減少が期待できます。

自転車通行帯は場所によってデザインが異なります

※：交通安全上、特に配
慮が必要な区間につい
ては、自転車通行位置を
より明確にするため「青
色カラーによる路面表
示」を検討します

市のホームページで
詳しく見る

基本方針は３つあります
1 実用性の高い自転車ネットワークの形成

2 自転車と歩行者の双方が、安全・快適に
通行できる整備形態の選定

3 既存道路空間を活用した自転車通行空間の
早期整備・運用

知らなかった！

流山市では、安全で快適な
自転車通行空間の整備を進めています

流山市では、安全で快適な
自転車通行空間の整備を進めています



自転車利用の
交通ルールを守ろう!
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外※

歩道と車道の区別があるところは、
車道通行が原則です。 ・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、

  体の不自由な方の場合
・道路標識や道路表示で指定された場合
・交通状況からみてもやむを得ない場合

※例外

4 安全ルールを守る

スマートフォン・携帯電話、ヘッドホン、
カサを差しながらの運転は禁止されています。

ながら運転の禁止

夜間はライトを点灯しましょう

5 子どもはヘルメットを着用

保護者の方などは、幼児・児童に
乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。 お問い合わせ

流山市土木部道路建設課
☎ 04-7150-6094

自転車賠償責任保険
加入していますか？

万が一の加害事故に備え、
自転車賠償責任保険に
加入しましょう。

2 車道は左側を通行

自転車は、道路の左側に寄って
通行しなければなりません。

3 歩道は歩行者優先で、
車道寄りを徐行

歩道を走行する場合は、すぐに停止できる速度
で、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しな
ければなりません。

ルールを守ってみんなにやさしい街へ

原則

例外 例外

出典:内閣府 交通安全教育教材
https://www8.cao.go.jp/koutu/kyouiku/index.html


